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社会保障給付費の推移

資料：国立社会保障・人口問題研究所「平成29年度社会保障費用統計」、2018～2020年度（予算ベース）は厚生労働省推計、

2020年度の国民所得額は「令和2年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度（令和2年1月20日閣議決定）」

（注）図中の数値は、1950,1960,1970,1980,1990,2000及び2010並びに2020年度（予算ベース）の社会保障給付費（兆円）である。

2010
(平成22)

1990
（平成2)

1980
（昭和55)

1970
（昭和45)

1960
（昭和35)

1950
（昭和25)

2000
（平成12)

2020
(予算ﾍﾞｰｽ)

年金

その他

医療一人当たり社会保障給付費（右目盛）

介護

1970 1980 1990 2000 2010
2020

(予算ﾍﾞｰｽ)

国民所得額（兆円）Ａ 61.0 203.9 346.9 386.0 361.9 415.2 

給付費総額（兆円）Ｂ 3.5(100.0%) 24.9(100.0%) 47.4(100.0%) 78.4(100.0%) 105.4(100.0%) 126.8(100.0%)

（内訳）年金 0.9( 24.3%) 10.3( 41.5%) 23.8( 50.1%) 40.5( 51.7%) 52.2( 49.6%) 57.7( 45.5%)

医療 2.1( 58.9%) 10.8( 43.2%) 18.6( 39.3%) 26.6( 33.9%) 33.6( 31.9%) 40.6( 32.0%)

介護 3.3(  4.2%) 7.5(  7.1%) 12.3(  9.7%)

その他 0.6( 16.8%) 3.8( 15.3%) 5.9( 10.6%) 8.0( 10.2%) 12.0( 11.4%) 16.2( 12.8&)

Ｂ／Ａ 5.8% 12.2% 13.7% 20.3% 29.1% 30.5%

47.4

126.8
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将来の社会保障給付の見通し①（人口ピラミッドの変化）

（出典）総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年４月推計）」
（注）団塊の世代は1947～49(S22～24)年、第２次ベビーブーム世代は1971～74(S46～49)年生まれ。1961年は沖縄県を含まない。

グラフにおいて、1961年の85歳人口、2025年と2040年の105歳人口は、それぞれ85歳以上人口、105歳以上人口の合計。
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65歳～
・国民医療費の約５割
・基礎年金受給開始
・介護１号被保険者

1961年

75歳～

65～74歳

20～64歳

～19歳

2025年

総人口(9,429万人) 総人口(1億2,254万人)

2040年

総人口(1億1,092万人)

団塊の世代
(12～14歳)

727万人

第２次
ベビーブーム世代
(66～69歳)

731万人

第２次
ベビーブーム世代
(51～54歳)

782万人

385万人
(4%)

1,497万人
(12%)

1,681万人
(15%)

5,181万人
(55%)

6,635万人
(54%)

5,543万人
(50%)

3,696万人
(39%)

1,943万人
(16%)

1,629万人
(15%)

団塊の世代
(76～78歳)

561万人

団塊の世代
(91～93歳)

241万人

165万人
(2%)

2,180万人
(18%)

2,239万人
(20%)



5

○ 75歳以上になると他の世代に比べ、１人当たり医療費や要支援・要介護認定率は大幅に上昇。
2025年、2040年にかけて、医療・介護費用は大きく増加していくことになる。この期間、20～64歳の現役
世代が大幅に減少することにも留意が必要。

将来の社会保障給付の見通し②

56.7兆円

（10.1％）

59.9兆円

（9.3％）

73.2兆円

（9.3％）

39.2兆円

（7.0％）

47.4～47.8兆円

（7.3～7.4％）

66.7～68.5兆円

（8.4～8.7％）10.7兆…

15.3兆円（2.4％）

25.8兆円（3.3％）

14.6兆…

17.7兆円（2.7％）

22.5兆円（2.9％）

2018 2025 2040

ＧＤＰ
1.22倍

年金
1.1倍

医療
1.2倍

介護
1.4倍

ＧＤＰ 564.3兆円

ＧＤＰ
1.14倍

121.3兆円
（21.5％）

140.2～140.6兆円
（21.7～21.8％）

介護
1.7倍

医療
1.4倍

年金
1.2倍

188.2～190.0兆円
（23.8～24.0％）

ＧＤＰ 645.6兆円 ＧＤＰ 790.6兆円
（出典）内閣官房・内閣府・財務省・厚生労働省「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」（計画ベース・経済ベースラインケース）（2018年5月公表）

その他

介護

医療

年金

※括弧内は対GDP比
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○ 75歳以上になると、医療・介護に係る１人当たり国庫負担額が急増する。このため、高齢化の進展に伴
い、仮に今後、年齢階級別の１人当たり医療・介護費が全く増加しないと仮定しても、2025年にかけ
て、医療・介護に係る国庫負担は急増する見込み。国庫負担への依存を強めながら、医療費・介護費が
大幅に増加していくことになる。

高齢化の進展が財政（社会保障関係費）に与える影響

8.1万円

33.5万円

1.4万円

13.7万円

65-74歳 75歳以上

1,767万人

1,497万人

1,748万人

2,180万人

2017年

2025年

１人当たり医療費
に占める国庫負担

１人当たり介護費
に占める国庫負担

（出所） 総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口（出生中位・死亡中位）」、厚生労働省「国民医療費の概況」、「介護給付費等実態調査」等

約４倍

約10倍

国庫負担増

人口

医療

介護

国庫負担増

国庫負担減

国庫負担減

▲270万人

＋432万人
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うち国庫負担
33.5万円

0.4

3.4

6.8

14.4

34.2

72.5

124.9

201.2

0 100 200 300

40～64

65～69

70～74

75～79

80～84

85～89

90～94

95～

年齢階級別１人当たり医療・介護費

年齢階級別１人当たり国民医療費
（2017年）

年齢階級別１人当たり介護費
（2017年）

（出所） 厚生労働省「国民医療費の概況」、「介護給付費等実態調査」 等

（万円）
（万円）

平均
55.7万円

平均
92.2万円

平均
4.9万円

平均
46.7万円

（歳）

（歳）

うち国庫負担
8.1万円

約4倍約1.7倍

うち国庫負担
1.4万円

うち国庫負担
13.7万円

約10倍

平均
18.7万円

うち国庫負担
2.7万円

約３倍 約３倍

約５倍 約12倍

平均
0.4万円

うち国庫負担
0.1万円

24.9 

13.8 

10.9 

8.3 

8.4 

10.9 

12.8 

14.3 

16.1 

19.7 

24.8 

31.1 

39.2 

49.5 

63.7 

78.3 

93.2 

108.3 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
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139.0 

100.0 

108.5 

90
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120

130

140

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

9.3%

11.7%

8.5%

10.6%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

12.0%

13.0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

医療・介護に係る保険料負担

（注１）医療費は、国民医療費の実績見込み値。
（注２）介護費は、介護サービス費用、介護予防サービス費用及び特定入所者介護サービス保険給付額それぞれの実績値の合計。
（注３）雇用者報酬は、内閣府「国民経済計算」における雇用者報酬の計数。
（出所）厚生労働省「国民医療費」「介護給付費実態調査」、内閣府「国民経済計算」ほか

協会けんぽと健保組合の保険料率

保
険
料
率
の
上
昇
要
因

医療費・介護費と雇用者報酬

協会けんぽ（平均）

健保組合（平均）

医療費・介護費

雇用者報酬

○ 今後とも高齢化により医療費・介護費の伸びは増加が見込まれるのに対し、雇用者の総報
酬は、生産年齢人口の減少に伴い大幅な増加は見込めない。したがって、仮に医療費・介護費
の伸びを放置すれば、今後も保険料負担の増加は免れず、雇用者の実質賃金の伸びは抑制され
ることになる。
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今後の人口動態の変化（高齢化と支え手の減少）

○ 医療費・介護費に大きな影響を与える後期高齢者数は2030年まで大幅増加、その後ほぼ横ばいが続
き、2040年ごろから再び増加。

○ 一方で保険制度の主たる「支え手」となる20~74歳の人口は、今後中長期的に大幅な減少が続く。
○ 「支え手」に関しては、高齢者や女性の労働参加を促していくことが重要。しかし、仮に労働参加率の上昇

を想定したとしても、2030年以降、労働力人口は大幅に減少。

2022-
2025

2026-
2030

2031-
2040

2041-
2050

2051-
2060

全人口 ▲57万人 ▲68万人 ▲82万人 ▲90万人 ▲91万人

75歳以上
（後期高齢者）

＋75万人 ＋22万人 ▲5万人 ＋18万人 ▲3万人

20-74歳 ▲107万人 ▲67万人 ▲58万人 ▲93万人 ▲71万人

（出所） 国立社会保障・人口問題研究所 「日本の将来推計人口（平成29年推計）」（出生中位・死亡中位）総務省「人口推計」

◆ 中長期的な人口の変化（１年あたり）

団塊の世代が
後期高齢者に

なり始める

団塊の世代が
すべて後期高
齢者になる

団塊ジュニアが
後期高齢者に

なり始める

後期高齢者急増

支え手の急減

1年あたり 1年あたり 1年あたり 1年あたり 1年あたり

1年あたり 1年あたり 1年あたり 1年あたり 1年あたり

1年あたり 1年あたり 1年あたり 1年あたり 1年あたり
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○ 労働参加の拡大と経済成長の関係については既に述べたが、更に保険料収入の増加による財政収支の改善という経路
に期待することは、社会保障制度の制度設計の現状を踏まえれば、拙速な議論である。

○ 我が国財政の悪化は社会保障の公費部分の財源を賄うことができていないことにより生じており、仮にその部分に期
待される保険料収入の増加が充てられるのであれば確かに財政収支の改善に寄与する。しかし、そのことは、現行の社
会保障制度を改革し、給付費総額に対する公費負担割合を引き下げていくことを意味する。このため、まずはそうした
制度改革の実現可能性が検証される必要がある。

○ 他方、公費負担割合が引き下げられず、社会保障制度の制度設計の現状が維持されるのであれば、給付費総額の増嵩
の見込みが変わらない限り必要となる公費負担総額は変わらず、財政収支の改善も生じないことになる。

保険料収入の増加による受益（給付）と負担の不均衡是正の可能性

③
保険料
収入

②
公費負担

①給付費 保険料
収入

公費負担

給付費

労働参加の拡大は、１人当たり保険料
の水準は変わらないとの前提のもと、
被保険者数の増加を通じて保険料収入
の増加につながり、公費負担を抑制す
ると考えられがち。
しかし、経済成長を伴う場合には給付
費も増嵩する可能性が高い。

保険料
収入

公費負担

給付費

保険料
収入

公費負担

給付費

給付費が増嵩しないとしても、
公費負担の額が抑制されるには

制度改革により法律等で規定された
公費負担割合を下げる必要

↓
まずはそうした制度改革の実現可能性

が検証される必要

現行制度を維持する前提では、
保険料を取り過ぎないよう

保険料率が抑制される
↓

公費負担総額も保険料収入総額も
変わらない＝財政は改善しない

（個々の被保険者の保険料負担は
抑制される）

① 給付に必要な額を
見積もる

② 給付費に予め定められた
公費負担割合を乗じて
負担額を算出する

③ 給付費と公費負担の差額を
保険料収入で賄う

経済成長に
伴う増嵩

社会保障の制度設計の現状

？

令和時代の財政の在り方に関する建議」（令和元年６月19日財政制度等審議会）
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○ 「社会保障と税の一体改革」により、消費税収を社会保障財源と位置付けるとともに、消費税増収分を活
用した社会保障制度改革の推進など「社会保障の充実」により受益（給付）と負担の対応関係が強化され
た。負担の先送りに歯止めを掛け、社会保障制度の持続可能性を確保する「社会保障の安定」が図られた。

（参考）社会保障と税の一体改革

平成２４年５月～：社会保障・税一体改革関連法案の国会審議

平成２０年：社会保障改革国民会議

社会保障制度改革推進法 （自民党・民主党・公明党の３党合意に基づく議員立法）
○ 社会保障改革の「基本的な考え方」、年金、医療、介護、少子化対策の４分野の「改革の基本方針」を明記、社会保障制度改革国民会議の設置を規定

８月：税制抜本改革法（消費税率の引上げ）／子ども・子育て支援関連３法／年金関連４法 が成立

平成２４年１１月～：社会保障制度改革国民会議、平成２５年８月６日：国民会議報告書とりまとめ

平成２５年１０月１５日：社会保障制度改革プログラム法案の提出、同年１２月５日：成立、同１３日：公布・施行

○ 社会保障制度改革推進法により設置され、20回にわたり議論。
○ 総論のほか、少子化、医療、介護、年金の各分野の改革の方向性を提言。

○ 改革の全体像・進め方を明らかにする法律として、社会保障４分野の講ずべき改革の措置等について、スケジュール等を規定
○ 改革推進体制の整備等を規定

平成２６年の通常国会以降：順次、個別法改正案の提出

平成２９年１２月８日：新しい経済政策パッケージ閣議決定

消費税率10％への引上げによる財源を活用し、幼児教育の無償化、待機児童の解消、保育士の処遇改善、高等教育の無償化、介護人材の処遇改善
を実施。

→ 「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた中期プログラム」（H20.12）
→ 平成２１年度税制改正法附則第104条（H21.3）

「経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成23年度
までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。」

「消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された
年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において
明確化されることを前提に、消費税の税率を検討する」

○ 平成２６年通常国会では、医療法・介護保険法等の改正法案、難病対策・小児慢性特定疾病対策の法案、雇用保険法の改正法案等が成立。
○ 平成２７年通常国会では、医療保険制度改革のための法案が成立。
○ 平成２８年臨時国会では、年金改革法案、年金受給資格期間短縮法案が成立



（参考）社会保障４経費と消費税収の関係

消費税収
(地方消費税１％分除く）

年金 13.9兆円

社会保障４経費
４4.5兆円

（国・地方、国分31.7兆円）

差額
19.8兆円

消費税収
24.7兆円

（注１）合計額が一致しない箇所は端数処理の関係による。
（注２）年金の額には年金特例公債に係る償還費等約0.3兆円を含む。
（注３）上図の社会保障４経費のほか、「社会保障４経費に則った範囲」の地方単独事業がある。
（注４）令和２年度予算における社会保障の充実は消費税増収分3.89兆円と社会保障改革プログラム法等に基づく重点化・効率化による財政効果0.4兆円を活用し、合計4.29兆円の財

源を確保している。
（注５）消費税収及び社会保障４経費の各数値は、軽減税率制度の影響を反映した令和２年度予算ベースの国・地方の数値である。

医療 17.5兆円

子ども・子育て 6.3兆円

介護 6.8兆円

12



２．医療
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○ 国民医療費は過去10年間で平均2.4％／年のペースで増加。このうち、高齢化等の要因による増加
は平均1.1％／年であり、残りの半分程度は人口増減や高齢化の影響とは関係のない要素によるもの。

○ こうした医療費の伸びは、これを賄う雇用者報酬等の伸びを大きく上回り、保険料率引上げ等の要因と
なっている。医療保険制度の持続可能性の確保の観点から対応を検討すべき。

医療費の伸びの現状

人口増減／高齢化の影響とされる部分
⇒ 2022年以降は、団塊の世代が順次

75歳に到達し、更に増加率が上昇。

「その他」の影響
・新規医薬品等の保険収載
・医師数、医療機関数の増加
・診療報酬改定
・過去の改定で収載された高額な医
療へのシフト

※ 政策的に対応できる余地があると
考えられる部分が大きい。

（出典）内閣府「国民経済計算」、厚生労働省「国民医療費」 （注）2017年度の影響割合は、概算医療費を基礎にした推計値

国民医療費

雇用者報酬

名目GDP

＋2.4％／年

＋1.1％／年

国民医療費の増加は、国民負担
の増加を意味する。
⇒ これ以上の負担増を防ぐために

は、医療費の増加を抑制すること
が必要。

（約43兆円）

（年度）



後期高齢者医療制度

＜対象者数＞
７５歳以上の高齢者 約１，８１０万人

＜後期高齢者医療費＞
１８.１兆円（2020年度予算ベース）

１２.７兆円（2010年度実績）

＜保険料額（令和２・３年度見込）＞
全国平均 約６,４００円／月
※ 基礎年金のみを受給されている方は
約１,１８０円／月

※上記のほか、保険料軽減措置や高額医療費の支援等の公費 0.6兆円

後期高齢者医療の被保険者
（７５歳以上の者）

各医療保険（健保組合、国保など）の被保険者
（０～７４歳）

【全市町村が加入する広域連合】

医療保険者（健保組合、国保など）

保険料

交付

社会保険診療報酬支払基金

患者
負担

1.5兆円

公費（約５割）７.９兆円
〔国：都道府県：市町村＝５．３兆円：１.３兆円：１.３兆円＝４：１：１〕

高齢者の保険料 １.４兆円
約１割 [軽減措置等で実質約８％程度]

後期高齢者支援金（若年者の保険料） ６. ８兆円
約４割

保険給付

＜支援金内訳＞
協会けんぽ ２.２兆円
健保組合 ２.１兆円
共済組合 ０.６兆円
都道府県等 １.９兆円

納付
保険料

前期高齢者に係る財政調整

＜対象者数＞
６５～７４歳の高齢者
約１,６８０万人

＜前期高齢者医療費＞
８．２兆円 （令和２年度予算ベース）

６．７兆円（2010年度実績）

都道府県等
5.3兆円

２３％

３３％ ６７％

都道府県等
2.2兆円

共済
0.5兆円

健保組合
1.6兆円

協会けんぽ
2.6兆円

７７％【調整前】

【調整後】

納付金 協会けんぽ 1.3兆円、健保 1.3兆円、共済 0.4兆円

交付金 都道府県等 3.1兆円

前期高齢者加入率
に応じて負担

共済
0.05兆円

健保組合
0.3兆円

協会けんぽ
1.2兆円

※各医療保険者が負担する後期高齢者支援金は、後期高齢者支援金に係る前期財政調整を含む。 ※ 数値は令和２年度予算ベース。

高齢者医療制度の構造

15

○ 後期高齢者医療制度については、現役世代からの支援の仕組みとして、給付費の約４割に対して後期高齢者支援金が充当される。
○ 前期高齢者に係る財政調整においては、各保険者の前期高齢者給付費と前期高齢者に係る後期高齢者支援金について、前期高

齢者加入率が全国平均であるとみなして算定された額を負担している。前期高齢者加入率が全国平均より低い場合には、全国平均で
ある場合との差を納付し、全国平均より高い場合には、その差分の交付を受けることとなり、保険者間で高齢者が偏在する（65～74歳
の約８割が国民健康保険）ことによる負担の不均衡が是正される。

1.4倍

1.2倍
うち国保6.2兆円 協会けんぽ1.5兆円
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診療報酬改定の対象（薬価を除く）

○ 診療報酬とは、診療行為等の対価として、病院や薬局が患者・保険者から受け取る報酬（公定価格）｡

○ 診療報酬は、①医師の人件費等の「技術・サービスの評価」と、②薬の値段等の「物の価格評価」（薬価等）から
なっており、個々の技術・サービスを点数化して表示（１点は10円）。

（例）初診料：288点（2,880円） 急性期一般入院料１：1,650点／日（16,500円／日）

診療報酬

薬価改定の対象

薬剤費等
（20％程度）

薬剤費等
（80％程度）

医科の医療費
75％程度

歯科の医療費
７％程度

調剤の医療費
19％程度

診療報酬改定・薬価改定の対象範囲 （イメージ）

技術料
（80％程度）

技術料
（90％程度）

技術料
（20％程度）

※  2016年6月の社会医療診療行為別統計を踏まえ、財務省作成。
【 】の数字は、2020年度予算ベースの国民医療費（約47兆円）を上記の構成比で機械的に分割した値。

薬剤費等
（10％程度）

【約35兆円】
【約3兆円】

【約9兆円】



診療報酬と医療費の関係

（出所）財源構成比：厚生労働省「国民医療費の概況」、費用構成比：厚生労働省保険局資料による

○ 診療報酬総額（医療費の総額）は、高齢化その他の要因により毎年増加。診療報酬改定はこうしたトレンドの下
で「単価」を更に増減させるものであり、国民負担の増加を抑制する観点からは診療報酬単価を抑制していくこと
が必要。

○ また、診療報酬改定が一定程度マイナスであったとしても、診療報酬総額は増加するため、医療機関の増収は確
保される。

国庫負担
約12兆円
（25.3％）

地方負担
約6兆円

（13.1％）

保険料負担
約23兆円
（49.4％）

患者負担等
約6兆円

（12.3％）

医師等の人件費
約22兆円
（46.6％）

医薬品
約10兆円
（22.0％）

医療
材料

約3兆円
（6.6％）

委託費・光熱費等
約12兆円
（24.8％）

診療
報酬
改定高齢化その他の要因による増加 ＋２％程度／年

国民医療費＝診療報酬総額（令和２年度予算ベース）：約47兆円

◆ 医療費の負担構造（国民への影響）

◆ 医療機関の費用構造（医療機関への影響）

収入増に伴う増加

診療報酬適正化 ▲１％あたり

国民負担増の抑制（税、保険料、患者負担）

約▲0.5兆円

＝
医療機関の収入増の鈍化 約▲0.5兆円

毎年の高齢化・高度化 ＋2％程度/年

国民負担の増加（税、保険料、患者負担）

＋1兆円程度/年

＝
医療機関の収入増 ＋1兆円程度/年

17

◆ 医療費（薬剤費等除く）の推移（2007年度＝100）
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医療費（除：薬剤費等）

改定率（除：薬価）

賃金・物価水準

（出所）厚生労働省「平成29年度国民医療費の概況」等
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○ 近年の診療報酬改定では、医科・歯科・調剤の各科について、それぞれの技術料部分に対して同程度の伸びと
なるように改定率が横並びで設定されており、各科を取り巻く状況にかかわらず、硬直的となっており、見直しが必要。

診療報酬の配分①（医科・歯科・調剤）

※  2016年6月の社会医療診療行為別統計を踏まえ、財務省作成

医科の医療費
約75％

歯科の医療費
約７％

調剤の医療費
約19％

薬剤費等
（20％程度）

薬剤費等
（80％程度）

技術料
（80％程度）

技術料
（90％
程度）

技術料
（20％程度）

薬剤費等
（10％程度）

◆診療報酬改定における各科の改定率の設定

1.11 0.3: : 11 1: :
(各科の技術料部分に対する配分割合）(各科の診療報酬全体に対する配分割合）

◆診療報酬の構造

医科
（技術料）

24改定

26改定

28改定

+0.1％
程度

歯科
（技術料）

調剤
（技術料）

+２％
程度

+0.7％
程度

+２％
程度

+２％
程度

+0.7％
程度

+0.7％
程度

+0.1％
程度

+0.1％
程度

+0.8％
程度

+0.8％
程度

+0.8％
程度

30改定

02改定
+0.7％

程度
+0.7％

程度

+0.7％
程度

（注）消費税対応分は除く。
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○ 予算編成過程においては、基本的に医科・歯科・調剤というそれぞれの改定率が決定されるのみ。その中で改定
財源がどの分野にどのように配分されているのかは明らかにされておらず、「見える化」が不可欠。

○ その上で、令和２年度改定において、勤務医の働き方改革のための診療報酬による特例的な対応が行われたよう
に、メリハリをつけて財源の配分を行っていくことが重要であり、これまでの収益の動向なども踏まえて病院と診療所
の間の配分見直しを行うべき。

診療報酬の配分②（病院と診療所）

◆ 一般病院と一般診療所の収益率の比較（医療法人）

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

病 院

診療所

（年度）
（出典）厚生労働省 「医療経済実態調査」
（注）上記調査は２年に１回（西暦の奇数年）実施され、その前年度と前々年度の経営状況を調査

しているが、調査回ごとに対象の医療機関が異なるため、異なる調査回の間での比較は困難。

◆ 診療報酬改定における医科の改定率

2010年度 2012年度 2014年度 2016年度 2018年度 2020年度

＋1.74％
入院＋3.03％
外来＋0.31％

＋1.55％ ＋0.11％ ＋0.56％ ＋0.63％ ＋0.53％

◆ 診療報酬における改定率の構造

診療報酬改定率
（薬価を除く）

薬価改定率

歯科改定率

医科改定率

調剤改定率

診療報酬の科目
１つ１つに配点
（例：初診料）

政府で決定
（予算編成過程）

中医協で決定

⇒ 結果として必要な点数配分がなされていないのではないか

（注）消費税対応分は除く。
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（参考）令和２年度診療報酬・薬価等改定

＋０.５５％（国費＋605億円）

※１ うち、※２を除く改定分 ＋０.４７％
（国費＋517億円）

各科改定率 医科 ＋０.５３％
歯科 ＋０.５９％
調剤 ＋０.１６％

※２ うち、消費税財源を活用した救急病院における
勤務医の働き方改革への特例的な対応

＋０.０８％ （国費＋88億円）

① 薬価 ▲０.９８％（国費▲1,083億円）

※ うち、実勢価等改定
▲０.４３％（国費▲478億円）

※ 市場拡大再算定の見直し等の効果を含めた影響は▲０.９９％

② 材料価格 ▲０.０２％（国費▲27億円）

※ うち、実勢価等改定
▲０.０１％（国費▲12億円）

診療報酬 薬価等

診療報酬改定のイメージ

病 院 診療所

診療報酬による特例的な対応（※２）

医 科
調剤歯科

地域医療介護総合確保基金による対応

0.47%

0.08%

0.55%
※２を除く改定分（※１）

勤務医の働き方改革への対応
（消費税増収分を活用）
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○ 対物業務から対人業務への転換が求められる中で、調剤基本料、調剤料及び薬学管理料のウエイトは
ここ10年でほとんど変化がなく、調剤料に依存した収益構造は依然として継続。

○ 薬剤師の業務を対物業務から対人業務中心へシフトさせていく中で、全体として水準を下げつつ、調剤
基本料、調剤料及び薬学管理料といった調剤報酬全体の在り方について見直しを行っていくべき。特に、
調剤料については、剤数や日数に比例した算定方法を適正化し大胆に縮減すべき。

調剤報酬

調剤基本料

18% 18% 18% 19% 18% 18% 17% 20% 19% 21%

56% 55% 55% 54% 54% 54% 54%
53% 52% 52%

26% 27% 27% 28% 28% 28% 29% 27% 29% 28%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

調剤料

薬学管理料

◆ 技術料に占める調剤基本料、調剤料及び
薬学管理料の比率の推移

◆ 技術料の構成と考えられる改革の例

〔0.5兆円〕薬局の運営維持費を評価

〔1.0兆円〕医薬品調剤を行う際の技術を評価

・調剤基本料１の要件見直し ・地域支援体制加算の要件見直し
・後発医薬品調剤体制加算の要件見直し

〔0.4兆円〕服薬指導、情報提供等を評価

・在宅業務や継続的なアフターフォローによる実績を重視する報酬
構造への転換

調剤料Ｈ30.4～
（内服薬１剤の場合）

（円）

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

0 5 10 15 20 25 30 35

（投与日数）

院外調剤

院内調剤

調剤料Ｒ2.4～
（内服薬１剤の場合）
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○ 新薬創出等加算について、2018年度の要件見直しにも関わらず、2020年度改定でも加算額が770億円と高止まりしている。対
象・企業指標の厳格化によりメリハリを一層強化するなど、更なる見直しを行う必要。

○ 2020年度改定においてに新薬創出等加算対象品目を比較薬とする薬価算定のあり方について見直しを行ったが、収載当初から、
比較薬の新薬創出等加算の累積加算額を控除して薬価算定を行うべき。

○ 2020年度改定において、長期収載品については、

・後発品上市後10年を経過する前であっても、後発品への置換え率が80％以上となった長期収載品は、その２年後の薬価改定時に置
換え率が80％以上となっていることを再度確認した上でＧ１ルールを前倒し適用するとともに、

・一定期間を経ても後発品への置換えが図られていない場合の特例引下げ(Z2)及び補完的引下げ(C)の置換え率の基準を引き上げる

こととしたが、毎年薬価改定の開始を踏まえ、段階引き下げのスピードも早めるなど、長期収載品依存の構造から早期に転換する観
点から更なる見直しを行うべき。

薬価制度の更なる見直し

◆ 新薬創出等加算対象品目を比較薬とする場合の薬価算定（2020年度改定）

◆ 長期収載品の薬価引下げ（2020年度改定）

特許・再審査
期間

5年

Z2

5年

後発品上市

【Ｇ1】後発品への置換えが進んでいるもの（後発品置換率80％以
上）段階引下げ

2.5倍 2倍 1.5倍

2年 2年 2年

1倍

【Ｇ2】後発品への置換えが困難なもの（後発
品置換率80％未満）段階引下げ

後発品増産準備期間

2.5倍 2.3倍 2.1倍

Ｇ1に該当する長期収載品は
・Z2期間終了後の6月末に撤退可否判断
・6年後までの増産可能な時期に撤退

1.9倍

長期収載品

1.7倍 1.5倍

置換え率が低く、Ｇ1、Ｇ2による引下げを受けない品目等の
補完的引下げ（Z2基準準用）

G1

G2

C

※G１、G2についてはバイオ医薬品を除く

・ 長期収載品の段階的な価格引下げ（G1・G2）は後発
品上市の10年後から適用
・ ただし、後発品への置換え率が80% 以上となった場合は、

その２年後の薬価改定時に置換え率が80％以上となってい
ることを再度確認した上で、Ｇ１ルールを前倒しして適用

〔後発品置換え率〕 〔引下げ率〕

・40%未満 →50%未満 ：▲2.0%
・40%以上60%未満 →50%以上70%未満 ：▲1.75%

・60%以上80%未満 →70%以上80%未満 ：▲1.5%

（ただし、先発品と有効成分等が同一の後発品(バイオAG)が収載された場合、その先発品は対象とする。）

後発品への置換え期間 長期収載品の後発品価格への引下げ時期

類似薬効比較方式(Ⅰ)等で算定された新薬で、新薬創出等加算対象外のものについては、収載から４年を経過した後の初めての薬価
改定の際に収載時点での比較薬の累積加算分を控除。

◆ 新薬創出等加算の要件
①医薬品の革新性・有用性等を踏まえた対象品目について、②厚生労働省の開発要請等に従う企業が製造販売する場合に、収載から

15年の経過や後発薬が収載されるまで等の期間について加算を行うことにより、市場実勢価格に基づく薬価の引下げを猶予する制度。
加算率については、革新的新薬創出の実績・取組等の企業指標に応じたものとしている。



普通調整交付金の配分方法の見直し

現行では、年齢構成等では合理的に説明できない

地域差の部分にも、国庫負担が充てられている。

年齢構成等では合理的に説明できない地域差には、
普通調整交付金を充てない仕組みとすることで、
地域差是正に向けたインセンティブを強化。

◆国民健康保険の財政（2020予算）

（９％※）

8,200億円

調整交付金（国）

（32％※）

22,800億円

定率国庫負担
保険料

（26,100億円）

都道府県調整交付金

（９％）
6,400億円

普通調整交付金
6,100億円

特別調整交付金
1,800億円

特例調整交付金
300億円

医療費＜全国平均 医療費＝全国平均 医療費＞全国平均

医療費 交付金

年齢構成
要因

医療費 交付金
医療費

交付金

年齢構成
要因

地域差

地域差

医療費＜全国平均 医療費＝全国平均 医療費＞全国平均

医療費

交付金

年齢構成
要因

医療費 交付金
医療費 交付金

年齢構成
要因

地域差

地域差
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※ 定率国庫負担のうち一定額について、財政調整機能を強化する観点から国の調整交付
金に振りかえる等の法律上の措置がある

○ 国民健康保険の給付のうち前期高齢者調整分を除く５割超は公費で賄われており、このうち6,100億円は、自治体間の財政力の格差
（医療費、所得等）を調整するため、普通調整交付金として国から都道府県に配分されている。

○ 地域間の医療費の差は、高齢化など年齢構成により生じるものと、いわゆる「地域差」（年齢構成では説明できないもの）があるが、
現行制度では、理由にかかわらず、医療費に応じて普通調整交付金が増減額される仕組みとなっており、医療費適正化のインセン
ティブが働かない。

○ 実際の医療費ではなく、各都道府県の年齢構成を勘案してデータに基づき算出した標準的な医療費水準を前提として交付額を決定す
る仕組みに改めるべき。（年齢構成等により合理的に説明できない地域差は、その地域の保険料水準に反映されるべき。）



都道府県医療費適正化計画と高齢者の医療の確保に関する法律

◆高齢者の医療の確保に関する法律（抜粋）
（都道府県医療費適正化計画）
第九条３都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項のほか、おおむね都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする。
二 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
（計画の実績に関する評価）

第十二条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、当該計画の目標の達成状況及び施策の実施状況の調査
及び分析を行い、当該計画の実績に関する評価を行うものとする。

（診療報酬に係る意見の提出等）

第十三条 都道府県は、前条第一項の評価の結果、第九条第三項第二号の目標の達成のために必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、健康保険法第七十六条第二項の規定による定め及び
同法第八十八条第四項の規定による定め並びに第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準（次
項及び次条第一項において「診療報酬」という。）に関する意見を提出することができる。

２ 厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県から意見が提出されたときは、当該意見に配慮して、診療報酬を定めるように努めなければならない。
（診療報酬の特例）

第十四条 厚生労働大臣は、第十二条第三項の評価の結果、第八条第四項第二号及び各都道府県における第九条第三項第二号の目標を達成し、医療費適正化を推進するために必要があると認めると
きは、一の都道府県の区域内における診療報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間において公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、他
の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる。

２ 厚生労働大臣は、前項の定めをするに当たっては、あらかじめ、関係都道府県知事に協議するものとする。

保健医療2035提言書（平成27年6月）
「診療報酬については、例えば、地域ごとのサービス目標量を設定し、不足している場合の加算、過剰な場合の減算を行うなど、サービス

提供の量に応じて点数を変動させる仕組みの導入を検討する。都道府県において医療費をより適正化できる手段を強化するため、例えば、
将来的には、医療費適正化計画において推計した伸びを上回る形で医療費が伸びる都道府県においては、診療報酬の一部（例えば、加算
の算定要件の強化など）を都道府県が主体的に決定することとする。」

「仮に都道府県が医療費の地域差を負担することとなった場合、疾病予防という取組み以外にも医療費を都道府県自らが適正化できる具体
的な権限を有することが望ましいため、診療報酬に係る一定の権限を都道府県に付与することが考えられる。」

診療報酬点数（厚生労働大臣告示）

（例） 初診料 282点
急性期一般入院料１ 1,591点
調剤基本料１ 41点

× ＝
１点あたり

単価
１０円

医療費

全国一律（注） 全国一律

（注）入院基本料への地域加算（都市部に加算）など、例外的に地域ごとに異なる
取扱いもある。
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（参考）
①介護報酬では地域によって1点単価で最大14％の差異が設けられている。
②かつて診療報酬も地域別に単価が設定されていた。

【新経済・財政再生計画改革工程表2019】
各都道府県において、第３期医療費適正化計画に基づき、医療費適正化の取組を推進するとともに、毎年度ＰＤＣＡ管理を実施し、国にお
いて、高齢者の医療の確保に関する法律第14条に基づく地域独自の診療報酬について、都道府県の意向を踏まえつつ、その判断に資する具
体的な活用策を検討し、提示。
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注１：医療扶助費（年齢計）に占める65歳以上被保護者分の割合については、医療扶助実態調査における医科及び調剤の決定点数の計に占める
65歳以上の者に係る決定点数の割合としている。

注２：65歳以上被保護者数は、被保護者数（年齢計）に被保護者調査（年次調査）における65歳以上被保護者割合を乗じた形で推計している。
資料：生活保護費負担金事業実績報告、被保護者調査（平成23年度以前は被保護者一斉調査）、医療扶助実態調査

医療扶助費の動向

（兆円）

（年度）

被保護者数（万人）

医療扶助費（兆円）

（万人）

医療扶助費（年齢計）に占める65歳以上被保護者分の割合
（１ヶ月分（毎年度６月審査分）のレセプトにおける値）

(55%) (56%) (55%)
(56%)

(58%) (59%) (61%)
(63%)

(H21) (H22) (H23) (H24) (H25) (H26) (H27) (H28)

(64%)
(66%)

(H29) (H30)

65歳以上被保護者数（万人）

○ 医療扶助費については
・世界金融危機（2007～2008年度）後、被保護者数の増加に伴い増加した。
・被保護者の高齢化の影響により、近年は高齢者が占める割合の増加傾向が顕著である。

72 77 80 85 90 94 98 102 104 103

厚生労働省 第１回医療扶助に
関する検討会 (令和2年7月15
日）資料
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＜入院＞

注：医療扶助については、自立支援医療（精神通院医療等）等、他の法令等による給付がある場合は当該給付が優先される。
資料：医療扶助実態調査（平成２９年６月審査分）、平成２８年度医療給付実態調査

医療保険に比べ、精神・行動の障害の割合が高い。

＜入院外＞

医療保険とほぼ同様の構成割合となっている。

【参考】医療保険

【参考】医療保険

【生活保護】

【生活保護】

○医療扶助における傷病分類別レセプト件数の構成割合

○診療種別医療扶助費構成割合

【参考】国民医療費【生活保護】

医療扶助費の約6割を入院が占めている。

【参考】総人口【生活保護】

○年齢階級別被保護者数構成割合（平成30年7月）

被保護者の年齢別の割合をみると、65歳以上の者が4割以
上を占めている。

資料：被保護者調査（平成30年）、国勢調査（平成27年）

資料：医療扶助実態調査（令和元年）、国民医療費の概況（平成29年）
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未満
17.4
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55.9

%
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74歳
13.8

%

75歳

以上
12.8
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損傷・中毒他の

外因影響
7.0%

その他
14.6%

新生物
14.2%

内分泌・

栄養・代

謝疾患
3.7%

精神・行

動の障害
10.3%

神経系の

疾患
6.6%

循環器系

の疾患
17.6%

呼吸器系

の疾患
7.7%

消化器

系の疾

患
8.0%

損傷・中

毒他の外

因影響
9.2%

その他
22.7%

内分泌・栄

養・代謝疾患
11.8%

精神・行動の

障害
5.1%

眼及び付属

器の疾患
7.1%

循環器系の

疾患
23.1%

呼吸器系の

疾患
7.7%

消化器系の

疾患
5.9%

皮膚・皮下組

織の疾患
4.7%

筋骨格系・結

合組織の疾

患
13.0%
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２０歳未満

10.8%

２０～６４歳

38.9%

６５～７４歳

24.8%

７５歳以上

25.5%

厚生労働省 第１回医療扶助に
関する検討会 (令和2年7月15
日）資料
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医療扶助における頻回受診

○ 頻回受診者の定義は、同一傷病について、同一月内に同一診療科目を15日以上受診しており、短期的・集中的な治療（※）を行う者を除
き、治療にあたった医師や嘱託医が必要以上の受診と認めた者とされている。月15日以上の受診とは、土日休みの医療機関でいえば連日又
は隔日での受診を意味している。

※ 15日以上受診している者を抽出し、その前2ヶ月との合計が40日未満の者

○ 現在の定義での頻回受診の対象者がどのように推移するかにも留意しつつ、今後、頻回受診の定義を見直し、より範囲を広げて対策を実
施していくべきではないか。

○ 頻回受診の取組を更に強化していくべきであり、適正受診指導を受けてもなお改善の見られない者に対しては、たとえば、一定の自己負
担（償還払い）を求めるなど、実効性ある対策の検討が必要と考えられる。

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

受診状況把握対象者数（指導対象者の定義
に該当する者の数）（Ａ）

※平成29年度までは旧定義（15日以上の月が３箇
月続いた者）、平成30年度は移行期間のため混在

15,462人 13,548人 12,837人 11,594人 10,604人

適正受診指導対象者数（Ｂ） 3,809人 3,020人 2,557人 2,637人 2,387人

改善者数（適正な受診日数に改善された
者数）（Ｃ）

1,749人 1,365人 1,338人 1,422人 1,292人

改善者数割合（Ｃ／Ｂ） 45.92％ 45.20％ 52.33％ 53.92％ 54.13％

○ 頻回受診者の適正受診指導の強化（福祉事務所による同

行指導の実施等）→健康管理支援事業の準備事業

○ 頻回受診指導を行う医師の委嘱促進

○ 適正受診指導を行ってもなお改善されない者に対する追

加的な指導の方策として、有効期限が１箇月よりも短い医

療券を本人に対して発行し、健康管理に向けた支援と並行

することで、指導のタイミングを増やす取り組みを可能に

◆ 頻回受診対策の令和２年度の取組

◆ 頻回受診の改善の状況

頻回受診の可能性
のある者の把握

主治医訪問・
嘱託医協議

改善状況の確認

指導の実施

毎月レセプトを確認し、頻回
受診者にかかる台帳を作成

主治医や嘱託医に協議し、頻回
受診と認められるか否かを判断

頻回受診と判断された者につい
て、訪問により指導を実施

指導の翌月、医療機関へ改善状
況を確認。改善されていない場
合には、引き続き指導を実施

◆ 頻回受診の適正化の流れ

医療機関
① 受診

② 自己負担
分の支払い

③ 自己負担分
の償還

生活保護
受給者

社会保険診療報酬
支払基金

④ 自己負担分を除く
額の支払い

福祉事務所

⑤ 診療報酬の支払い

◆ 頻回受診に係る自己負担（償還払い）スキーム

厚生労働省 第１回医療扶助に関する検討会 (令和2年7月15日）資料より抜粋
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（参考）新経済・財政再生計画改革工程表2019（抜粋）
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使用割合（数量シェア）の出典：

医療扶助実態調査（各年６月審査分）、

医薬品価格調査（薬価本調査）（速報値）（各年９月取引分）

○医師等が医学的知見等に基づいて、後発医薬品を使用することができると認めたもの（※１）については、原則（※２）として、
後発医薬品による給付を行うことを法律に規定（平成30年10月１日施行）

第３４条第３項 （略）医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品・・・を使用することができると認めたものについては、
原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする。

※１ 具体的には、処方医が一般名処方を行っている場合又は銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない場合。
※２ 例外としては、後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価と比べて同額以上となっている場合や、薬局に後発医薬品の在庫が無い場合。

58.7%

63.8%

69.3%
73.3%

77.6％

86.2%

56.2%

65.8%

72.6%
76.7%

40%
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60%

70%

80%

90%

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

生活

保護

医療

全体

参考：前回法改正時の見直し

○後発医薬品の使用を促すことを規定（平成２６年１月１日施行）
※ 後発医薬品の使用が可能であるにもかかわらず、先発医薬品を希望する受給者に対しては、
・ 薬局は、先発医薬品を希望する理由を確認した上で、先発医薬品を一旦調剤する。
・ その理由が「先発医薬品の方が高額だから」 「理由を言わない」等の場合については、福祉事務所の健康管理指導の対象とする。

平成30年法改正（後発医薬品使用原則化）の概要

○後発医薬品の使用が原則化されて以後、 最初の調査結果（※）となる、令
和元年６月社会保険診療報酬支払基金審査分レセプトにおける、後発医薬
品使用割合は、86.2％（前年比8.6％増）となった。
※令和元年医療扶助実態調査

○これにより、生活保護受給者の後発医薬品の使用割合80％という政府目標
は達成された。

○使用割合の伸びについては、前年度（4.3％増）の２倍となっており、後発医
薬品の使用を原則化した効果があったものといえる。

後発医薬品使用原則化による効果

生活保護における後発医薬品の使用促進の取組
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○ 医療扶助のおける後発医薬品使用割合（数量ベース）を都道府県別にみると、
平成29年６月審査分では、最も高い県と低い県との間には約２２％ポイントの差があったが、
令和元年６月審査分（後発医薬品使用原則化後）には、約１３％ポイントの差に縮減されている。
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医療扶助における後発医薬品使用割合（数量ベース）の地域差
（令和元年６月審査分と平成２９年６月審査分の比較）

全国平均：86.2％
（R1.6）

注１：後発医薬品使用割合は［後発医薬品の数量］／（［後発医薬品のある先発医薬品の数量］＋［後発医薬品の数量］）で算出している。
注２：指定都市･中核市を含む。
資料：医療扶助実態調査（各年6月審査分）

医療扶助における後発医薬品使用状況の地域差
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◆第３期医療費適正化計画（平成30～35年度）の算定式に織り込まれている医療費適正化効果（厚生労働省）

○ 依然として、予防・健康づくりを行うことでも医療費適正化が期待できるといった主張がある。
・ 今般の議論において紹介された推計(※1)を含め、むしろ医療費は増加するとの指摘も多い。
・ また、相当の財政支出を追加して進めてきた特定健診・特定保健指導といった生活習慣病予防の取組について、コストを上回る実
証的・定量的な医療費適正化効果はいまだ示されていない(※2)。

○ 確かに予防・健康づくりは個々人のQOL（Quality of Life）の向上という大きな価値をもたらすものであり、エビデンスに基づくKPI
の設定や費用対効果の検証を前提として、今後も推進すべきであることは変わらない。しかしながら、予防・健康づくりの推進を理由に
改革の手を緩めることなく、給付と負担のバランスの回復に向けた取組を着実に進めるべきである。

※１ 「未来社会構想2050」（三菱総研）において示された長期推計

※２ 政府は毎年度国費200億円強を投じて特定健診・保健指導を推進してきているが、その実施率向上による効果額については、今後更にデータを蓄積して分析を深め

る必要がある等の諸点を指摘しつつ、一定の仮定の下で機械的に試算したものとして、医療費ベースで200億円とされている（平成29年1月12日医療・介護情報の

活用による改革の推進に関する専門調査会とりまとめ）。

（参考）健康予防と医療費の関係①

◆三菱総研「未来社会構想2050」の長期推計 全世代型社会保障検討会議有識者プレゼン資料（2019年11月８日）

健康寿命延伸は人々の生活の質を高めるものの、高額化する医療技術の適用を伴うため、一人当たり医療費の上昇から、医療費を
中心に医療・介護給付は増加する見通し

令和２年度予算の編成等に関する建議（令和元年11月25日）

◆「次世代ヘルスケア産業協議会 新事業創出ＷＧ」提出 予防を行った場合の2034年の60歳以上医療費への影響（経済産業省）

がん（一次予防） ＋360億円 ※がん一次予防は2034年でがん患者を約４万人程度減少させるが、その
他疾患に関連した医療費が増加するため、全体としては増加

取 組 目標（平成35年度） 効果額（平成35年度）

後発医薬品の普及 数量シェア：80％ ▲約4,000億円

特定健診・保健指導の実施率向上
特定健診：70％
特定保健指導：45％

▲約200億円

糖尿病の重症化予防
40歳以上の糖尿病の１人当たり医療費の平均を上回る都道府県
の平均との差を半減。

▲約800億円

重複・多剤投与 ３医療機関以上、15剤以上の薬剤投与について是正 ▲約600億円

合 計 ▲約6,000億円
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（参考）健康予防と医療費の関係②

◆OECD Reviews of Public Health : Japan （公衆衛生白書：日本 明日のための健康づくり, 2019年２月）

・(日本における）二次予防戦略は、OECD諸国の中でも独特のもの[unique]であり、多くの国民をカバーする、広範囲の検診や検査は、OECD諸
国の医療制度全体を通しても、一般的なものとはほど遠い[far from common]

・全ての健診が、集団の健康と費用節減の両面から、制度に価値をもたらしているか、明らかでない[not clear that all tests are adding value 
to the system]

・現在の健康診断について経済的な評価を行い、金額に見合う価値のない健康診断をなくすことを注視する。

・日本での、健康状態の見守りと疾患の早期発見の両方の予防活動への支出は、OECD平均よりも60％以上高かった。しかしながら、これらの日本
のデータは、・・・過小評価されている可能性。…自治体レベルで提供される健康診断および検査の費用は特定健康診査を除き、支出データに含ま
れていない。

◆人口減少社会での社会保障のあるべき姿 日本医師会医療政策会議（2020年3月）

・寿命の延伸については、有病状態の拡大(expansion of morbidity)説と有病状態の圧縮(compression of morbidity)説が古くからある。
予防で医療を抑制できるとする、最近政策の表舞台に出てきた説は、後者に依存したものである。しかし、厳密な研究では、前者の有病状態の拡
大が現実に即していることが示されている。

・2019年4月1日に日本医師会は「医療のグランドデザイン2030」をまとめている。そこで予防医療について次のように論じられている。

・嗜好品、食品や運動にターゲットを絞った一次予防は、一定の定義があるものの「絶対ではない」。

・「世界の動向」（ランダム化比較試験（RCT)の結果）に基づけば、二次予防（健診・検診）の健康増進効果は確認されていない。

・「話を日本の検診に戻すと、本来ならある一つの健診の本格導入の前に、RCT等で一定の効果を確認してから開始すべきであったはずだが、
『早期発見はできるし、それを早期に治療すれば、予後は必ずいいはず』と臨床的な経験に基づいて開始されたものがほとんどである。しかし、
（中略）科学的には明確に健診・検診の効果を証明できないまま今日に至っている」。

◆海外の論文等

① Joshua T. Cohen, Peter J, Neumann, Milton C. Weinstein 「Does Preventive Care Save Money? 

Health Economics and the Presidential Candidates」（2008年）の研究結果

・ 予防医療の費用対効果に関する1500の研究結果のうち、医療費削減を効果を認めた予防医療サービスは20％以下。

② Louise B. Russell、 Health Affairs （2009年） （抄訳）

・ 過去40年間以上にわたり、数百の費用対効果の研究が行われたが、そのほとんどは、予防医療は医療費を削減するのではなく、むしろ増
加させることを示している。
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３．子ども・子育て



妊娠・出産・育児期の両立支援制度

育児休業、
又はそれに準ずる措置

妊娠
判明

産前
６週間

出産
（予定）日

産後
８週間

１歳
１歳

６か月
３歳 就学

所定労働時間の短縮措置等
【原則】 短時間勤務制度 （１日の所定労働時間が６時間以下）

〈短時間勤務制度を講じることが困難と認められる業務の代替措置〉
・育児休業に関する制度に準じる措置
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業時間を繰り上げ、繰り下げる制度（時差出勤）
・保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与

所定外労働の制限
・労働者の請求で、所定労働時間を超える労働を禁止
・１回につき、１月以上１年以内の期間で、何回も請求できる

時間外労働・深夜業の制限
・労働者の請求で、制限時間（１ヶ月２４時間、１年１５０時間）を超える労働を禁止
・時間外労働の制限は、１回につき１月以上１年以内の期間で、何回でも請求できる
・労働者の請求で、午後１０時から午前５時における労働を禁止
・深夜業の制限は、１回につき１月以上６月以内の期間で、何回でも請求できる

子の看護休暇
・病気・けがをした子の看護、予防接種・健康診断を受けさせるために、取得できる
・子供１人の場合年に５日、２人以上の場合年に１０日が付与される（半日単位で利用可）

軽易業務への転換

産前休業

坑内業務・危険有害業務の就業制限坑内業務・危険有害業務就業制限

妊産婦の時間外・休日労働・
深夜業の制限

妊産婦の時間外・休日労働・
深夜業の制限

男性は子の出生
日 （ 又 は 予 定
日）から取得可
能

始業時刻の変更等、又はそれに準ずる措置

所定労働時間
の短縮、又は
それに準ずる

措置

所定外労働の制
限、又はそれに

準ずる措置

：労基法上の制度

：育介法上の制度

：育介法上の努力義務

育児時間
（１日２回 各３０分以上）

産後休業

育児休業
（一定の場合、最長２歳まで取得可）

２歳

育児目的休暇

厚生労働省作成資料
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原則として休業開始時賃金月額×50%（休業開始後６月は67%）が支給される。
（一定の要件あり）

※ 法定の育児休業制度の期間（子が１歳、一定の場合は２歳に達するまで。パパ・ママ育休プラスの場合には子が１歳
２か月に達するまでの１年間）

※ 給付は非課税。

育児休業中の社会保険料（健康保険・厚生年金保険）の免除

事業主が申し出ることにより、被保険者本人負担分及び事業主負担分が共に免除され、免除期間に係る給付は休業前の
給与水準に応じた給付が保障される。

免除期間は、育児休業を開始した日から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間。

育児休業等終了後の社会保険料（健康保険・厚生年金保険）の特例

育児休業等終了後、育児等を理由に報酬が低下した場合、被保険者が事業主を経由して保険者に申し出ることにより、
社会保険料の賦課対象となる標準報酬月額を低下後の額（育児休業終了日の翌日が含まれる月以降の３か月間に受けた報
酬の平均額）に改定する。

３歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例

３歳未満の子を養育する方で養育期間中（子が３歳に達するまでの期間）の各月の給与水準が、養育を始めた月の前月
と比べて低下した期間に係る年金の給付については、子の養育を始めた月の前月の給与水準に応じた給付が保障される。

育児休業給付（雇用保険からの給付）

育児休業中の社会保険の扱い

育児休業中の経済的支援
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制度の目的 家庭等の生活の安定に寄与する ・ 次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する

対象児童

国内に住所を有する中学校修了まで
(１５歳に到達後の最初の年度末まで)
の児童（住基登録者：外国人含む）

※対象児童１６６０万人

（３０年度年報（３１年２月末））

受給資格者

・監護・生計同一（生計維持）要件を

満たす父母等

※所得制限限度額（年収ベース）

９６０万円（夫婦と児童２人の場合）

・児童が施設に入所している場合は施

設の設置者等

手当月額

（一人当たり）

０～３歳未満 一律１５,０００円

３歳～小学校修了まで 第１子・第２子：１０,０００円 第３子以降：１５,０００円

中学生 一律１０,０００円

所得制限限度額以上 一律５,０００円（特例給付）

支払月 毎年２月、６月、１０月（前月までの４か月分を支払）

実施主体 市区町村（法定受託事務） ※公務員は所属庁で実施

費用負担

国、地方（都道府県・市区町村）、事業主拠出金で構成
※事業主拠出金は、標準報酬月額・標準賞与額を基準とし、拠出金率（3.6/1000）を乗じて得た額を徴収し、
児童手当等に充当

給付総額
令和2年度予算：2兆929億円 国負担分：１兆1,496億円、地方負担分：5,748億円

事業主負担分：1,765億円、公務員分：1,919億円

現行の児童手当制度

事業主 7/15
地方
8/45

所属庁
10/10

所属庁
10/10

児童手当

特例給付

国
16/450歳～

3歳未満

3歳～中学生

公務員被用者

地方 1/3国 2/3

非被用者

国 2/3 地方 1/3

地方 1/3国 2/3

地方 1/3国 2/3

地方 1/3国 2/3
所属庁
10/10
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４．雇用



現在の雇用情勢（全国）

○ 令和２年８月の完全失業率は３．０％と、前月より０．１ポイント上昇。
○ 令和２年８月の有効求人倍率は１．０４倍と、前月より０．０４ポイント低下。
○ 正社員の有効求人倍率は、令和２年８月では０．７８倍と、前月より０．０３ポイント低下。

（備考）１．総務省「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統計」により作成。
２．平成23年３月～８月の完全失業率は、岩手県、宮城県及び福島県の推計結果と同３県を除く全国の結果を加算することにより算出した補完推計値。
３．シャドー部分は景気後退期であり、平成９年５月～平成11年１月、平成12年２月～平成14年１月、平成20年２月～平成21年３月、平成24年３月～11月を示す。

求人が減少から増加に転じる中、求人が求職を上回って推移しているものの、求職者が引き続き増加しており、厳しさ
がみられる。有効求人倍率が１倍を下回る地域が増加している等、新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響に、
より一層注意する必要がある。
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完全失業者数は205万人
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新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

特例以外の場合の雇用調整助成金
新型コロナウイルス感染症特例措置

（４月１日から12月31日まで）

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 【全業種】

生産指標要件：３か月10％以上低下 生産指標要件を緩和：１か月５％以上低下

被保険者が対象 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象

助成率：２／３(中小) １／２(大企業) 助成率：４／５(中小) ２／３(大企業)

※ 解雇等を行わない場合：10／10(中小) 3／4(大企業)

助成額の上限額は基本手当日額の最高額（8,370円） 助成額の上限額は基本手当日額の最高額に6,630円加算した額（15,000円）

計画届は事前提出 計画届の提出 撤廃

1年のクーリング期間が必要 クーリング期間 撤廃

６か月以上の被保険者期間が必要 被保険者期間要件 撤廃

支給限度日数 １年100日、３年150日 同左＋上記対象期間（別枠扱い）

短時間一斉休業のみ
休業規模要件：１／20(中小) １／15(大企業)

短時間休業要件 緩和（一斉でなくても可）

休業規模要件：１／40(中小) １／30(大企業)

残業相殺 残業相殺 停止

教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練
助成率：2／3(中小) １／２(大企業)

加算額：1,200円

助成率：４／５(中小) ２／３(大企業)

※ 解雇等を行わない場合10／10(中小) ３／４(大企業)

加算額：2,400円(中小) 1,800円(大企業)

出向期間要件：３か月以上１年以内 出向期間要件：１か月以上１年以内

 雇用調整助成金：経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度

※8月28日に9月末か
ら12月末に延長発表
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二事業
（雇用安定事業、能力開発事業）

27,750

失業等給付及び
求職者支援等

17,028

保険給付等
12,935

労働保険特別会計

雇用勘定

〔二事業〕〔 失業等給付及び

求職者支援 〕

雇用
安定
資金

令和２年度２次補正後 労働保険特別会計の概要

労災勘定

（単位：億円）

保険料等
○失業等給付
・労働者：1.0/1,000（※）
・使用者：1.0/1,000（※）
○育児休業給付
・労働者：2.0/1,000
・使用者：2.0/1,000

保険料等
○使用者：3.0/1,000

積立金
77,293

378

積立金
24,699

6,067

345

11,796

▲13,511 ▲12,751

28末 11,576
↓

29末 13,305
↓

30末 14,400
↓

元予算[補正後] 13,889 保険料等
○使用者 2.5/1,000

～88/1,000

12,347

国
(一般会計)

○失業等給付：247
(注)国庫負担率:本則25％

現在は暫定措置で2.5％(※）
（25％×0.1）

(注)事務費含む

○育児休業給付：87
(注)国庫負担率:本則12.5％

現在は暫定措置で1.25％(※）
（12.5％×0.1）

(注)事務費含む

○求職者支援制度：11
(注)国庫負担率:本則50％

現在は暫定措置で5％（※）
（50％×0.1）

（注２）雇用安定資金は、「特別
会計に関する法律」の規定によ
り、雇用安定事業費に充てること
ができる。

（注２）

▲589

繰入れ

0

※ 令和元年6月21日「経済財政運
営と改革の基本方針2019」を踏まえ、
2年間（令和2年度及び令和3年度）に
限り、保険料率を0.2%引下げ、国庫
負担率を55％から10％へ引き下げ

育児休業給付等
7,113

〔育児休業給付〕

育児
休業
給付
資金
750

750

0

（注１）

（注１）育児休業給付資金は、
「特別会計に関する法律」の規
定により、育児休業給付費等に
充てることができる。

3,172国
(一般会計)

○雇用安定事業：3,172

繰入れ

28末 63,066
↓

29末 57,545
↓

30予算 51,623
↓

元予算[補正後] 42,450

（注３）積立金は、「特別会計に
関する法律」の規定により、令和
２年度及び令和３年度において、
雇用安定事業費（雇用調整助成
金及び新型コロナウイルス感染
症対応休業支援金に要する費
用に限る。）に繰り入れることが
できる。

▲5,000（注３）

（注４）国庫は、「雇用保険法」の
規定により、令和２年度及び令
和３年度における雇用安定事業
（新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金並びに雇用調整助
成金及び小学校休業等対応助
成金（新型コロナウイルス感染症
等の影響に対応するために実施
する事業に限る。）に限る。）に要
する費用のうち、その費用の一
部を負担することができる。

（注４）

○ 労働保険特別会計雇用勘定は、失業等給付及び求職者支援部分と育児休業給付部分、二事業部分に分かれて

いる。

○ 失業等給付及び求職者支援の積立金は令和２年度２次補正後予算ベースで2.5兆円（元年度決算反映で2.7兆円）。

（元年度決算見込み
反映後

1,899）

(元年度決算見込み
反映後27,120）

雇用調整助成金、新型コロナウイ
ルス感染症対応休業支援金等 40


